
１　事業の目的１　事業の目的１　事業の目的１　事業の目的

　　　　　　　　具体的な数値で表すと（対象指標）

３　事業コスト３　事業コスト３　事業コスト３　事業コスト

４　事業に対する市民や議会の意見４　事業に対する市民や議会の意見４　事業に対する市民や議会の意見４　事業に対する市民や議会の意見

650

3,105

2,913

609

意図

対象を

どう変

えるか

適切就学の実現

22年度予算額

特定財

源内

訳、補

足事項

（そ）心身障害児適正就学指導委員会負担金（他市町村分）22年度決算額 23年度予算額

政　　策 学校教育課

幼児（来入児）

課等名

施　　策

事業の目

的は「対

象」を「意

図」した状

態にする

ことです

対象

誰、何

に

児童生徒数

「21年度決算額」が予算科目「21決算

額」合計と相違

3,755

3,1432,304

平成22年度事務事業実績及び前期4年間取組評価表平成22年度事務事業実績及び前期4年間取組評価表平成22年度事務事業実績及び前期4年間取組評価表平成22年度事務事業実績及び前期4年間取組評価表

予算科目

心身障害児適正就学指導事業

会計 一般会計

事務事業名

10-1-2-12-1

事業No. 施策順№687

児童・生徒・幼児

19年度

開始22 義務教育の充実 事業期間

23年度　20年度 21年度 22年度

政策･その他
事業種別

終了

1000

94649599 9352 9287

1022 1041

22年度の目標達成度

に対する振り返り

【政策的事業のみ評

価】

心身障害児適正就学指導委員会において判定された児童生徒は、すべて適正に就学判断がなされている

目標達成

度

22年度

目標

22年度

実績

100

23年度

目標

20年度

実績

19年度

実績

活動量・単位

1人

400件

200件

17回

100 100

1人

416件

208件

16回

Ａ

100

事業内容 名称

２　手段（具体的な取り組み内容）２　手段（具体的な取り組み内容）２　手段（具体的な取り組み内容）２　手段（具体的な取り組み内容）

事業の制度

（仕組み）説明

＜参考＞細々目名：心身障害児適正就学指導委員会費

１　心身障害児への適切な就学相談

２　心身に障害のある来入予定児又は児童生徒に対して就学相談を行い、就学判定によって適切支援を実現

22年度

事業内容

担当相談員数

相談件数

判断件数

委員会実施回数

１　担当相談員の配置

２　就学相談・就学判定の申込受付

（１）面接調査・就学判定会の開催

（２）判定の通知・就学相談

担当相談員数

相談件数

判断件数

委員会実施回数

23年度

実施計画

１　担当相談員の配置

２　就学相談・就学判定の申込受付

（１）面接調査・就学判定会の開催

（２）判定の通知・就学相談

（千円）

「21年度最終予算額」が予算科目「21

予算額」合計と相違

「22年度予算額」が予算科目「22予算

額」合計と相違

事

業

費

特

定

財

源

国庫支出金

起　債

一般財源

県支出金

計  計  計  計   (A)

その他

22-020

　　　　　　　　事業の成果を具体的な数値で表すと（成果指標）

適切な就学判断を行った児童生徒幼児の割合 100

1089

21年度

実績

2 地育力によるこころ豊かな人づくり

正規職員所要時間

臨時職員等所要時間

人件費計 (B)

3,755

0

トータルコスト　Ａ＋Ｂ

特別支援教育の充実が平成１８年１２月議会で質問された。

100

2,913

612

A:十分達成

した

B:どちらか

といえば達

成した

C:どちらか

といえばで

きてない

D:ほとんど

達成できて

いない



５　行財政改革の取組内容【経常的事業のみ評価】５　行財政改革の取組内容【経常的事業のみ評価】５　行財政改革の取組内容【経常的事業のみ評価】５　行財政改革の取組内容【経常的事業のみ評価】

６　前期４年間の取組評価(総括)６　前期４年間の取組評価(総括)６　前期４年間の取組評価(総括)６　前期４年間の取組評価(総括)

学校が楽しいと感じている児童生徒の割合（小学校）

学校が楽しいと感じている児童生徒の割合（中学校）

・就学判断にかかる児童生徒が増加する中で、専門知識を持つ委員の委嘱が必要とされる。

FALSE

・指導委員会は判断対象児童を市内だけに留めず、周辺町村の児童についても行い委員会運営経費について在籍児童割りで当該

町村に負担を求めている。

事務事業を統合・分割する必要はありますか ない 対象や意図を修正する必要はありますか

７　「対象」「意図」「結果」の関係の確認７　「対象」「意図」「結果」の関係の確認７　「対象」「意図」「結果」の関係の確認７　「対象」「意図」「結果」の関係の確認

受益者負担の

程度、市が関

与する程度は

適切でしたか

４年間の振

り返り

後期に向

けた課題

・特になし。

・就学判定にあっては教育委員会負担で行われることが妥当である。

全体を通じて

４年間の振

り返り

・平成19年4月の改正学校教育法の施行によって特別な支援を要する児童生徒に対して適切な支援を行うことが義務付けられた。

８　総合評価・次年度の事業の方向性改善の計画８　総合評価・次年度の事業の方向性改善の計画８　総合評価・次年度の事業の方向性改善の計画８　総合評価・次年度の事業の方向性改善の計画

後期に向

けた課題

・就学判定に際し、普通学校・普通学級への入学を希望する保護者が増加している。また、普通学校へ入学となった場合の施設改

修、机、椅子といった設備の充実が課題となっている。

行財政改革

の取組区分

【記載不要】

21年度決算と比

べての効果額

(千円)

具体的な

取組事項

【政策的事業のため記載不要】

【記載不要】

効果額説明(算

出根拠）、特殊要

因

【政策的事業のため記載不要】

施策の成果指

標又はムトス

指標

コストを削減す

るためにどの

ような工夫をし

てきましたか

４年間の振

り返り

上位の

施策への

結びつき

上位施策の目

的

心身障害児等の就学に際し、相談、就学判断を行い、個に

応じた就学を行うことによって生きる力をつけることができる。

この事務事業

は施策の目的

達成にどのよ

うに貢献しまし

たか

４年間の振

り返り

４年間の振

り返り

後期に向

けた課題

ない 成果指標や指標値を修正する必要はありますか

・心身障害児等の就学に際し、相談、就学判断を行うことにより特別支援教育の充実につながる。

・今後も同様に当該町村に負担を求め指導委員会を運営する。

・特になし。

・心身障害児適正就学指導委員会における児童の就学時の適正判断が家庭及び学校側から求められている。

・特別な支援を要する児童生徒及び幼児の障害の程度等について調査審議し、適正な就学及び支援の充実を図るための委員会を

開催している。

・特になし。

ない

４年間

の振り

返り

多様な主体の役割の

発揮状況

①その主体は誰で、

どのような役割を果

たしましたか。

②その主体が役割を

発揮するために、行

政はどのような働き

かけをしてきました

か、又は、配慮してき

ましたか）

後期に向

けた課題

この事務事業

の成果を向上

させるためにど

のような工夫を

してきましたか

後期に向

けた課題

後期に

向けた

課題

目的見直し 事業のやり方改善現状維持休止廃止別事業に統合拡大完了 縮小 目的見直し 事業のやり方改善


